
◎電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律 
（平成一六年六月九日法律第八七号）   

一、提案理由（平成一六年四月一五日・参議院法務委員会） 

○国務大臣（野沢太三君） 電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律

案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 

 この法律案は、高度情報化社会の進展に対応して、株式会社等がインターネットを利

用することにより公告を行うことを可能とする電子公告制度を導入するとともに、株式

会社等の合併、資本減少等の際の債権者保護手続を簡素化すること等により会社等の運

営の合理化及び効率化を図るため、商法、有限会社法、株式会社の監査等に関する商法

の特例に関する法律、公認会計士法その他の法律の一部を改正しようとするものであり

まして、その要点は、次のとおりであります。 

 第一に、株式会社の公告について、高度情報化社会に適合した簡便かつ周知性の高い

公告方法を許容するため、官報、日刊新聞紙に掲載する方法のほか、インターネットを

利用する電子公告という方法によることも可能とすることとしております。この電子公

告を行うべき期間につきましては、公告事項の種類に応じて定めることとしております

が、メンテナンス、事故、ハッカーの侵入等により電子公告に中断が生じた場合に、常

に電子公告をやり直さなければならないとすることは会社に酷でありますことから、短

期間の中断についての救済規定を設けることとしております。 

 また、電子公告が適法に行われたかどうかについての客観的証拠を残すために、電子

公告を行う場合には、いわゆる決算公告の場合を除き、法務大臣の登録を受けた調査機

関による調査を受けることを義務付けることとするとともに、調査機関による適正な調

査が実施されるようにするための規定を整備することとしております。 

 第二に、株式会社が合併、資本減少、会社分割に際して行う債権者保護手続を合理化

するため、会社が債権者に対する公告を、官報に加え、日刊新聞紙又は電子公告によっ

ても行った場合には、原則として、知れている債権者に対する各別の催告を要しないこ

ととしております。 

 また、合名会社、合資会社、有限会社、監査法人、弁護士法人等が合併等に際して行

う債権者保護手続につきましても、その合理化を図るため、株式会社の場合と同様の取

扱いを認めることとしております。 

 第三に、会社等に対する各種訴え提起の公告など、公告に法的効果が伴わず、会社等

に公告の義務を課す理由に乏しいと考えられる公告につきまして、その公告義務を撤廃

することとしております。 

 以上がこの法律案の趣旨であります。 

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに可決くださいますようお願いいたします。 

二、参議院法務委員長報告（平成一六年四月二一日） 

○山本保君 ただいま議題となりました電子公告制度の導入のための商法等の一部を改



正する法律案につきまして、法務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げま

す。 

 本法律案は、高度情報化社会の進展にかんがみ、株式会社等の経営の合理化を図るた

め、株式会社等がインターネットを利用して合併等の公告を行うことを可能とするとと

もに、合併等の際の債権者保護手続を簡素化する等の措置を講じようとするものであり

ます。 

 委員会におきましては、インターネットの社会への浸透と電子公告制度導入の意義、

電子公告の正確性の確保と調査機関の役割、債権者保護に対する個別催告省略の影響、

改正内容の国民に対する具体的周知徹底方法等について質疑が行われましたが、その詳

細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

 なお、本法律案に対して附帯決議を行いました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一六年四月二○日） 

 政府は、本法の施行に伴い、次の諸点について格段の配慮をすべきである。 

一 電子公告制度の導入や各種債権者保護手続における個別催告の省略等が株主や債権

者等会社の利害関係人に重大な影響を与えることにかんがみ、高齢者等の情報格差の

状況も考慮して、その保護に欠けることのないよう制度の目的、内容、手続等につい

て十分周知徹底を図ること。 

二 電子公告制度の導入に当たっては、株主や債権者等会社の利害関係人の保護が十分

図られるよう、電子公告調査機関の登録基準等について適正な運用に努めるとともに、

施行後の実績を踏まえ、必要に応じその見直しを含め適切に措置すること。 

  右決議する。 

三、衆議院法務委員長報告（平成一六年六月三日） 

○柳本卓治君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、法務委員会における

審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 まず、電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律案は、高度情報化社

会の進展に対応して、株式会社等がインターネットを利用することにより公告を行うこ

とを可能とする電子公告制度を導入するとともに、株式会社等の合併、資本減少等の際

の債権者保護手続を簡素化すること等により会社等の運営の合理化及び効率化を図るた

め、商法、有限会社法その他の法律の一部を改正しようとするものであります。 

 本案は、参議院先議に係るもので、五月二十四日本委員会に付託され、二十六日野沢

法務大臣から提案理由の説明を聴取し、二十八日質疑に入り、採決を行った結果、全会

一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

……………（略）…………… 



 以上、御報告申し上げます。 


